
 

 

 

 

 

 

 

東京都環境審議会 

水質土壌部会（第１回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日  時：平成１８年５月３０日（金）午後１時００分～ 

場  所：東京都庁第二本庁舎 １０階 ２０７会議室 
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午後１時００分開会 

○谷上企画調整課長 ただいまから第１回東京都環境審議会水質土壌部会を開催させていただ

きます。環境局企画調整課長の谷上でございます。本日はお忙しい中お集まりいただきまして

ありがとうございます。 

 初めに、お手元に配付いたしました資料のご確認をお願いいたします。資料につきましては

会議次第、資料１から６までナンバリングしてあります。資料４のみＡ３、あとはＡ４です。

複数枚あるものもございますので、ページ等落丁がございましたら、近くの職員にお申しつけ

いただきたいと思います。参考資料としまして、参考資料１、２、３、３つございます。こち

らもお手元にない場合、また落丁等ございましたら、職員にお申しつけください。 

 続きまして、本日の委員の方々の出席につきましてお知らせいたします。当部会の構成員は

６名でございますが、本日ご出席の委員は、現在のところ４名、細見委員につきましてはご出

席の連絡を受けておりますが、まだご到着しておりません。現在の状態で審議会規則に定めま

す定足数の過半数４名に達していることをご報告いたします。 

 本日、同じフロアで１時半より審議会総会を引き続き行う予定になっております。慌ただし

い中、委員の皆様方にはご迷惑をおかけすることになるかもしれませんが、よろしくお願いし

たいと思います。 

 それでは、田瀬部会長、よろしくお願いいたします。 

○田瀬部会長 それでは、第１回水質土壌部会を開催いたします。 

 本日は、平成１８年５月１５日付でダイオキシン類対策特別措置法第３０条の規定によりま

して、対策地域になっているところの指定を解除することについて、知事より環境審議会へ文

書諮問がありました。それを受けまして、５月１６日付で審議会会長より水質土壌部会に付議

されましたので、この事項について審議をしていただくために本日お集まりいただきましたの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、初めに、梶原環境改善部長よりごあいさつをお願いしたいと思います。 

○梶原環境改善部長 環境改善部長の梶原でございます。本日はお忙しい中、平成１８年度第

１回東京都環境審議会水質土壌部会にご臨席賜りまして、まことにありがとうございます。ま

た、昨年度の北区豊島におけますダイオキシン類土壌汚染対策地域の指定につきましては、短

い期間に何度もお越しいただきましたことを大変感謝申し上げるところでございます。 

 本日、先生方にご審議いただきますのは、平成１３年６月にダイオキシン類対策特別措置法

に基づきます土壌汚染対策地域に指定されました大田区大森南四丁目の指定解除についてでご
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ざいます。本件対策事業につきましては、国内第１号の指定地域ということで、前例のない中、

水質土壌部会の先生方には、平成１３年には対策地域の指定及び第一次費用負担計画の策定、

平成１５年に第二次費用負担計画の策定と、対策事業を確実に進めるために何度もご審議いた

だき、貴重なご意見をちょうだいしたところでございます。 

 平成１７年度をもちまして、汚染土壌の無害化までを含みますすべての対策事業が完了いた

しましたのも、先生方のおかげと大変感謝しておるところでございます。 

 なお、本日の直接の議題ではございませんが、先般、対策地域についてご議論いただきまし

た北区豊島におけますダイオキシン問題の経過について、簡単にご報告申し上げますと、審議

会のご答申に基づきまして、本年３月に対策地域の指定を行い、その後、対策計画の策定に向

けて、現在、北区と協議を行っているところでございます。また、審議会部会で附帯意見とし

てちょうだいいたしました適正なリスク管理の体制につきましても、これまで事務レベルで何

度も調整してまいりまして、明日、関係機関の部長クラスで調整を行いまして、基本的な枠組

みを決定し、都市機構の覆土措置が終了します来月中には協議推進組織を立ち上げる予定で準

備を進めておるところでございます。 

 今後とも土壌汚染対策事業の推進に向けまして、ご指導、ご鞭撻、ご協力くださいますよう

重ねてお願い申し上げ、簡単ではございますが、ごあいさつとさせていただきます。よろしく

ご審議のほどお願い申し上げます。 

○田瀬部会長 それでは、早速、本日の議題に入りたいと思います。 

 本日の審議内容ですけれども、今お話のありました平成１３年６月１４日にダイオキシン類

対策特別措置法に基づく対策地域に指定された大田区大森南四丁目地域の指定解除について、

皆さんにご審議いただきたいと。それで部会の意見をまとめまして、総会へ報告したいと考え

ております。 

 それでは、まずこれまでの経緯、対策事業内容について、事務局から説明をしていただきた

いと思います。 

○棚田副参事（ダイオキシン類対策担当） ダイオキシン類対策担当の棚田と申します。４月

に着任しております。よろしくお願いします。 

 私から、大田区大森南四丁目地域のダイオキシン類土壌汚染対策事業の経緯につきまして説

明申し上げます。資料４をごらんください。 

 そもそもの発端でございますけれども、平成１２年２月、大田区大森南四丁目、昭和島のそ

ば、モノレールの軌道が近くにあるところでございますけれども、そこで下水道工事を行いま
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した。右側の写真でいいますと、①の青い部分で工事をしたところ、土壌が油を含んでいると

いうことで処分先から受け入れを拒否されてしまいました。そこで土壌の調査を行ったところ、

基準を超えるダイオキシンが混ざっていたということでございます。 

 平成１３年に入りまして、詳細調査を行いました。４月２０日、環境基準の５７０倍、５７

万pg-TEQ/gのダイオキシンが確認されたところでございます。 

 そこで、６月１２日、これは資料３にございますけれども、環境審議会からダイオキシン類

対策特別措置法に基づく対策地域の指定について答申をいただき、６月１４日に地域指定を行

いました。指定いたしました地域の面積は約３６０平方メートルでございます。 

 対策の内容につきましては、汚染土壌の掘削と保管を目的としました第一次の対策計画とと

もに、その土壌を無害化するための処理を行う第二次の計画に分けて策定しております。第一

次の対策計画は、平成１３年１０月１０日に策定いたしました。掘削に当たりましては、写真

②のように飛散防止の建屋を設置いたしまして、その中で掘削工事を行い、掘り出した土壌に

ついては、写真の③でございますけれども、城南島の保管庫に保管するというものでございま

す。 

 １１月２６日に掘削工事第１期、平成１４年の６月に第２期とございますけれども、これは

居住者の方々の出入り口、あるいはライフラインの確保の問題から、工事を２回に分けて行っ

たものでございます。 

 第１期の工事につきましては、写真①の赤い部分で、平成１３年１１月から１４年３月まで

行ってございます。第２期の工事につきましては、写真①の緑の部分で、これは平成１４年６

月から平成１５年３月まで行ってございます。 

 この間、土壌の無害化処理の方法を検討してございまして、それを踏まえまして平成１５年

８月１４日、第二次の計画を策定しております。写真で申しますと④から⑤ですが、専用のＰ

ＣＢの分離施設をつくりまして、そこで土壌とＰＣＢとを分離する工程とその後抽出したＰＣ

Ｂを無害化するという工程の２つの工程となってございます。 

 まず土壌とＰＣＢとを分離する作業につきましては、大田区東海に施設を設けまして、写真

⑥のように分離したＰＣＢを濃縮する工程も含めまして、平成１７年４月から本年１月まで行

いまして、３月には写真⑧のように施設は撤去してございます。 

 次に、抽出しましたＰＣＢにつきましては、本年２月からＰＣＢ無害化処理の開始とござい

ますように、中央防波堤の内側処分場に設置しております都ＰＣＢ廃棄物処理施設で処理をし

まして、本年３月に対策事業を完了してございます。 
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 この間、第一次、第二次の事業実施に当たりまして、それぞれ費用負担計画の策定につき審

議会の答申をいただいておるところでございます。 

 以上が主な経緯でございまして、対策地域の汚染土壌の無害化までを含むすべての事業が完

了してございます。 

 続きまして、今の経緯の説明の補足でございますけれども、各計画の概要につきまして説明

申し上げます。資料５をごらんください。 

 汚染土壌の掘削及び保管を行う第一次の計画でございますが、事業費は約５億1,０００万円、

その４分の３を汚染原因者に求めてございます。第１期、第２期の事業の実施期間は、ここに

記載したとおりでございまして、掘削した土の量は合計約1,０００立米、ドラム缶で約6,７０

０缶となってございます。 

 第二次の計画でございますけれども、事業費は約９億3,０００万円、第一次と同じく、その

４分の３は汚染事業者に負担を求めてございます。 

 第二次の計画の後、汚染土壌とＰＣＢを分離する作業につきましては、Ⅱをごらんいただき

ますと、浄化後の土壌分析の結果でございますけれども、ＰＣＢにつきましては平均で1.３mg

/kg、ダイオキシン類につきましては平均で８９pg-TEQ/gとなっております。 

 また、無害化いたしましたＰＣＢの量でございますけれども、Ⅲでございますが、２００リ

ットルのドラム缶で５０缶となってございます。 

 以上が対策事業の経緯及び事業の内容でございます。 

 続きまして、参考資料１をごらんください。ダイオキシン類対策特別措置法の第３０条によ

りますと、対策地域の指定要件となった事実に変更があり、必要が生じたときには対策地域の

指定を解除することができるとなってございます。そこで、資料６をごらんいただきたいので

すが、本対策地域につきましては、先ほどご説明申し上げましたとおり第一次の対策事業は平

成１４年度末に、第二次の対策事業は平成１７年度末に完了しておりますので、資料６のとお

り対策地域の指定の解除をしたいと考えております。 

 事務局からの説明は以上でございます。 

○田瀬部会長 それでは、事務局から説明がありました指定解除及び対策事業の内容につきま

して、ご意見、ご質問等がございましたらよろしくお願いいたします。 

○久連山委員 浄化された土壌なんですけれども、これは現在、もとの地域に戻されたという

ことなんでしょうか。 

○棚田副参事（ダイオキシン類対策担当） 土壌につきましては、中央防波堤の処分場に処分
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してございます。 

○久連山委員 そうすると、廃棄物扱いというようなことでございますか。 

○柿沼参事（環境改善技術担当） まず、土でございますので、廃棄物ではございません。そ

れから、浄化してありますので、安全ではあるんですけれども、中央防波堤の中に残土等を入

れる場所がございますので、そちらに搬入して処分しているということでございます。 

○久連山委員 あと１点なんですけれども、無害化したＰＣＢ液がドラム缶で５０缶まだ残っ

ているようなんですが、これは最終的にどうなるのでしょうか。 

○棚田副参事（ダイオキシン類対策担当） 先ほど説明が不足だったかもしれませんけれども、

ＰＣＢにつきましては中央防波堤にＰＣＢを処理する施設がございまして、そちらに持ち込ん

でございます。そちらで分解ということをやっております。 

○久連山委員 では、まだこれについては、ＰＣＢ液については処理途中ということですか。 

○棚田副参事（ダイオキシン類対策担当） いえ、３月までに全部持ち込みまして、マニフェ

ストもいただいておりますので、対策事業は完了と考えてございます。 

○岸委員 本件について、地元の地域の方々から特別の何か意見が出ているということはない

んですか。大田区、地元から。 

○柿沼参事（環境改善技術担当） 汚染が出た地域、大森南の地域では当時いろいろ、早く対

応してほしいというご意見はありましたけれども、除去が終わった以降は、地元の方からは特

段強い要望はございませんでした。ただ、区の方からは適切に処理をしたいということで、協

力してやっていくということになってございます。 

○小倉委員 簡単な質問なんですけれども、無害化したという「無害」という定義、どういう

形になっているのかということと、あとは処理・撤去完了後、⑧の写真の土壌についてはモニ

タリング等はもうする必要はないのか、その後、多分大丈夫だろうとは思うんですけれども、

その辺の、処理後のモニタリングというのはどういうことをやらなくてはいけないのか、その

２点についてお尋ねしたいんですが。 

○柿沼参事（環境改善技術担当） まず抽出したＰＣＢの無害化ですけれども、東京ＰＣＢ廃

棄物処理施設という、ＪＥＳＣＯというところで、全国的に何カ所かでＰＣＢの無害化に向け

た処理施設が完成しておりますけれども、その東京事業所に２月に搬入いたしまして、そちら

で水熱酸化分解という方法で分解することで無害化されております。 

 もう１点、処理施設があったところについては更地の写真がございますが、これについても

処理施設撤去前に地中にボーリングをしまして、土壌の調査をしております。その結果、ダイ
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オキシン類等について異常なしという結果を確認しています。 

○細見委員 小倉先生の先ほどの質問に答えると、水とＣＯ２と塩化水素になっているという

ことです。 

○小倉委員 そうですか、ＣＯ２までいくんですね。わかりました。 

○細見委員 実は東京都の汚染土壌の浄化に当たって、ＪＥＳＣＯというか、実際に処理をさ

れている側としては若干のトラブルがあったというふうに伺っていますし、当初、一挙に搬出

するというのは、そういうふうに決まっていたんでしょうか。ＪＥＳＣＯの受け入れが、多く

のＰＣＢの廃棄物の中にこの分を入れてやるとちょうどいいというような、ＰＣＢの処理部会

というのがＪＥＳＣＯの委員会の中にございまして、そこで一応議論していたんですけれども、

かなり５０缶が来て対応されたということで、その辺は何かいきさつみたいなものはあるんで

しょうか。 

○柿沼参事（環境改善技術担当） 私どもでは、昨年夏から具体的にＰＣＢ液をつくる抽出処

理が始まっておりまして、段階的にたまっていったわけですが、当初、１１月にＰＣＢ処理施

設が完成後搬入を始めるというスケジュールで考えておりました。その後、ＪＥＳＣＯ、廃棄

物処理施設と打ち合わせの結果、ばらばらではなくて３回に分けて搬入するという形で協議が

整いまして、３回に分割して搬入したという経過がございます。 

○細見委員 わかりました。いずれにせよ、ＪＥＳＣＯの方でも今回のＰＣＢの事故等がござ

いましたので、それで幾つか公表されるかと思います。 

 もう１点、資料５のところで、今回無事浄化できたというところで、ちょっと気になったの

は、平均値が書いてあるんですね。資料５の浄化土壌分析結果についてという項目がございま

すが、その中で平均値と書いてあって、ここに書くべきことは、どちらかというと平均値では

なくて、ちゃんと処理目標値を満足していたというデータが記されるべきではないか、あるい

はダイオキシンでいうと1,０００pg-TEQ/g以下であったというのが主な記載内容かと思います

が、どうしても平均値でやられると、ばらつきもあるから、実際は何サンプルぐらいサンプリ

ングされてこういうふうになったのかと。要するに、幅を書かれておけばよかったのかなと思

いますが。細かいことです。これは対策事業が無事に終了したことを確認する意味でも、この

辺の表現の仕方というのは変わってくるかと思います。 

○棚田副参事（ダイオキシン類対策担当） 平均と書いてしまったんですけれども、ダイオキ

シン類につきましては８検体やりまして、最大が２００pg-TEQ/g、最小が４３pg-TEQ/gでござ

います。ＰＣＢにつきましても、７９検体で、最大でいいますと4.２mg/kg、最小で0.２８mg/
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kgとなってございます。 

○細見委員 どうもありがとうございました。ぜひこういうデータをつけていただければあり

がたいと思います。 

○田瀬部会長 ほかに何かございますか。よろしいでしょうか。全員からご意見いただきまし

たので、よろしいかと思いますけれども。 

 それでは、ただいまご審議いただきました大田区大森南におけるダイオキシン類土壌汚染対

策地域の指定解除を部会案として、この後開催されます審議会総会へ提出いたしたいと思いま

す。よろしいでしょうか。 

 ありがとうございました。それでは、部会報告案を確認したいと思いますので、よろしくお

願いします。 

（部会報告案配付） 

○田瀬部会長 それでは、案として審議会長、小早川先生にお出ししますけれども、ダイオキ

シン類対策特別措置法第３０条の規定による対策地域の指定解除について（部会報告）という

ことで、平成１８年５月１６日付で付議のあったこのことについては、別添「大田区大森南四

丁目におけるダイオキシン類土壌汚染対策地域の指定解除」のとおりとすることが適当である

と認めますということで、別添に指定解除の地域、図面が載せてあります。 

 このような内容で審議会会長へ部会報告させていただきますが、よろしいでしょうか。 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、議題１につきましては終わりまして、次の議題２ですけれども、その他です。 

 委員の皆様、何かご意見がございましたら、あと数分しか残っておりませんけれども、何か

ございましたら。 

 特にございませんか。よろしいですか。 

 では、以上をもちまして平成１８年度第１回水質土壌部会を閉会いたします。皆様ご審議い

ただきありがとうございました。 

午後１時２４分閉会 


